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路地空間の特性



「市街地建築物法以前に形成された市街地」 (別府市)
「戦災復興都市計画により形成された市街地」(大分市) を

研究対象地域とし、路地空間の抽出、実測調査を行い、路地空間の特性を明らかにする





街区の中での位置や4m以上の道路との関係から「ヒエラルキー」を定義



路地空間分布状況 別府市



路地空間が網目のように複雑であり、２次、３次の路地が存在し奥行きのあるものとなっている

路地空間分布状況 別府市



路地空間分布状況 大分市



路地空間が単純な構成であり、枝分かれはほぼ見られない

路地空間分布状況 大分市





生活要素のあふれ出し

１次：74.4%

２次：81.3%

３次：91.7%





商業要素

１次：9.1%

２次：4.8%

３次：2.3%





ヒエラルキーの次数が上がるにつれ、生活要素のあふれ出しは増え、商業要素は減る傾向にある





ヒエラルキーと空間構成には、関係性があり、

次数が低いもの、4m以上の道路に近いものほど「公共性の高い路地空間」、
次数が高いもの、街区に入り込んでいるものほど「私的な路地空間」である





整備手法の検証



研究対象地域における

「三項道路指定(建築基準法第42条第3項)」「法43条ただし書き許可」
「連担建築物設計制度(法第86条第2項)」

の運用状況から、課題を導出する



二項道路分布状況 別府市
建て替え不可能な建物が複数存在する



二項道路分布状況 大分市

敷地の一辺が4m以上の道路に接しており、
建て替え可能





別府市には幅員1.8m未満の路地が多く、二項道路指定を受けられず、
接道義務を満たすことのできない無接道敷地が多く存在する

別府市、大分市において、三項道路指定、指定基準はない



法43条ただし書き
別府市、大分市において許可はない
許可基準は大分市のみ作成

連担建築物設計制度
別府市、大分市において認定はない
認定基準は大分市のみ作成されているが、具体性のある基準ではない





・基準が作成されていないことが問題を抱える地域や住民にとって、
制度内容の分かりにくさや利用のしにくさに繋がっている

・適用には、地権者あるいは住民間の合意形成が必要となる



地域に則した独自の基準を作成することや専門家が｢合意形成｣｢適切な法の運用｣の
ため、ファシリテーターとして地域に関わる必要がある





路地空間の特性を生かした整備の可能性



路地の特性、整備手法の課題から

地域に則した基準を検討し、適用することで、路地空間の特性を生かした整備の可能性

を明らかにする





三項道路指定基準

参考：祇園町南側地区地区計画、京都市歴史的細街路にのみ接する建築物の制限に関する条例



参考：祇園町南側地区地区計画、京都市歴史的細街路にのみ接する建築物の制限に関する条例

三項道路指定基準

三項道路指定乱発の防止

対象地域を設定し、地域内のどの路線を指定可にするのかの基準を検討
路地を抱える地域の特性を把握し、必要な路線を選定



法43条ただし書き許可基準

参考：包括同意基準(大分市)



参考：包括同意基準(大分市)

法43条ただし書き許可基準

地域の特性を考慮した緩和措置の提案

現況幅員
早期の建て替えが見込め、周辺の道路環境が良好ならば、1.8m未満も可能



連担建築物設計制度認定基準

参考：一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する認定取扱要項(大阪市)、建築協定(法善寺横丁地区)



連担建築物設計制度認定基準

通路幅員緩和(2.7m以上)のための建築物規制

・構造を耐火建築物とする
・3階部分をセットバックさせ、バルコニー等の避難経路の確保

参考：一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する認定取扱要項(大阪市)、建築協定(法善寺横丁地区)





敷地条件
・商業地域
・準防火地域
・建蔽率 80％
・容積率 400％
・前面道路は二項道路

建築物の計画
隣地境界線から0.5m離して建築
法65条より、隣地境界線から離さずに建築

2階建て、延床面積78m2の建物と比較







通路部分の面積を敷地面積に算入でき、
敷地面積、建築面積、延床面積を最も確保することが可能である









路地1

・三項道路指定
二項道路でないため、指定は不可能

・法43条ただし書き許可
一端が4m以上の道路に接しているが、
現況幅員が平均1.71mであるため、緩和措置により許可は可能

・連担建築物設計制度
一端が4m以上の道路に接しており、認定は可能





路地2

・三項道路指定
二項道路であり、指定は可能

・法43条ただし書き許可
両端が4m以上の道路に接しており、
現況幅員が平均2.81mであるため、許可は可能

・連担建築物設計制度
両端が4m以上の道路に接しており、認定は可能





路地3

・三項道路指定
二項道路でないため、指定は不可能

・法43条ただし書き許可
両端が路地2（二項道路）に接しており、
現況幅員が平均1.21mであるため、許可は不可能

・連担建築物設計制度
両端が路地2（二項道路）に接しており、認定は不可能





敷地の合筆を行い、

共用部分として路地3のような通路を持つ建築物として建て替えることが

敷地の有効利用となる





制度の適用には、対象路地の周辺の道路環境、接道状況の影響が大きく、

ヒエラルキーとの関係性がある





総括



・路地の空間構成の概況を把握し、空間構成とヒエラルキーには関係性があることを
明らかにした

・路地空間の整備手法として、三項道路指定、法43条ただし書き、連担建築物設計制度
を取り上げ、各整備手法が運用に至っていないことを明らかにし、課題を導出した

・別府市を対象として、地域に則した基準を検討し、各整備手法を適用することにより、
建て替え後の建築物のボリューム、適用可能な路地を明らかにした













住居系
１次：36.4％
２次：42.1％
３次：50.7％



商業系
１次：60.9％
２次：57.1％
３次：49.3％





ヒエラルキーの次数が上がるにつれ、住居系の間口は増え、商業系の間口は減る傾向にあり、
街区に入り込むほど私的な路地空間になっていく





前面道路幅員による斜線制限、容積率制限の影響が大きく、3階建てとすることも不可能
他の整備手法と比べ、延床面積を確保することができない



•・各整備手法による建て替え後の建築物のボリュームについては、実際の敷地、
• 路地空間に適用し、建て替えの不可、空間イメージを把握する必要がある

•・各整備手法の運用には地権者、住民間の合意が大きな障害となっており、
• 住民、地権者にアンケート調査等による建物の建て替えの意識調査を行い、
• 合意形成のための課題を導出する必要がある
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